
名古屋植物防疫所における農林水産省就業体験実習生の募集、決定等について 
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一部改正 平成２２年 ２月 ８日 

一部改正 平成２３年 ５月１０日 

一部改正 令和 ２年 ５月２５日 

                                                  一部改正 令和 ２年 ６月１１日 

一部改正 令和 ３年 １月 １日 
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名 古 屋 植 物 防 疫 所 

                                                                             

 農林水産省就業体験実習実施要領（平成１５年１月３１日大臣官房秘書課長通知（以下「実施

要領」という。））第１５の（１）に定める名古屋植物防疫所の実施分に係る実習生の募集・決

定の具体的手続及び実習の実施に関する留意すべき事項は、次によることとする。 

 

（実習生の募集） 

第１ 実習生の募集は、次により行う。 

 （１）名古屋植物防疫所長は、実習生の受入れについて、受入れ可能な部署名、期間、人数、

実施業務等につき別紙様式１にとりまとめ、その内容を大学等及び学生に対して、インタ

ーネット等を通じて、実習の実施を通知する。 

 （２）大学等の就職担当部局等は、実習に参加させるものとして推薦する学生を別紙様式２に

とりまとめ、被推薦者毎に別紙様式３の個人調書を添付して、名古屋植物防疫所長に提出

する。ただし、海外に所在する大学等の学生が実習を希望する場合に限り、学生が直接、

名古屋植物防疫所長に提出する。 

  

（実習生の決定等） 

第２ 実習生の決定は、次により行う。 

 （１）名古屋植物防疫所長は、受入れ可能人数、学生の希望等を勘案し、受入れの可否を決定

する。この際、実習を実施する部署の長による面接を行うことができる。 

 （２）名古屋植物防疫所長は、別紙様式４により速やかに大学等へ、受入れ可能な学生の氏名

及び実習を実施する部署等（以下「受入部署等」という。）を通知する。当該学生への結

果の通知は、各大学等において行うこととする。ただし、実習生が海外に所在する大学等

の学生である場合に限り、名古屋植物防疫所長は、当該学生に直接結果を通知するものと

する。 

 （３）実習生は、実施要領第６の（５）に規定する誓約については、別紙様式５による誓約書

を名古屋植物防疫所長に提出することとする。 

 

 （実習の実施に係る留意すべき事項） 

第３ 実習の実施方法等は、次のとおりとする。 

 （１）名古屋植物防疫所長は、実習を実施する部署の長に、その所属職員（原則として次席植

物検疫官クラス）のうちから指導員を指名させる。 

 （２）指導員は、別紙様式６により実施要領第７の（３）に規定する実習計画書を実習開始前

日までに名古屋植物防疫所長まで提出するものとする。 

 （３）実習生は、実習期間終了後２週間以内に、実習内容に関する報告書（１，０００字程度）

を作成し、指導員を経由して名古屋植物防疫所長に提出することとする。 

 （４）指導員は、実習終了後、速やかに実習の結果について別紙様式７により名古屋植物防疫

所長に報告することとする。 



 （５）名古屋植物防疫所長は、実習終了後、各大学等に対して実習の結果を報告するものとす

る。また、実習生への連絡は、各大学等において行う。 

 （６）実習に必要な机、椅子、パソコン等の事務用品は名古屋植物防疫所において準備し、実

習生に供与する。 

 （７）実習時間は、午前９時から午後５時まで（以下「定時」という。）とする。このうち午

後０時から午後１時までを休憩時間とする。なお、定時以外にも若干の実習を行うことが

ある。 

 

 （実習の期間の延長の取扱） 

第４ 実施要領第４の（２）に基づく実習の期間の延長については、次のとおりとする。 

（１）名古屋植物防疫所長は、実習生から実習の期間の延長の申出があり、受入部署等として

延長して受け入れることができると判断したときは、速やかに実習の期間の延長の申出を

行った実習生が所属する大学等に連絡し、当該期間の延長についての可否の判断について

伺いを立てるとともに、受入延長を行う期間が実習生が加入する保険（実施要領第１３に

定める保険をいう。）の保険期間内であることを確認する。ただし、実習生が海外に所在

する大学等の学生である場合に限り、当該実習生が確認し、名古屋植物防疫所長へ報告す

る。 

（２）名古屋植物防疫所長は、（１）において行った実習の期間の延長の可否の判断等を総合

的に勘案し、当該延長の可否について決定するものとする。 

 （３）名古屋植物防疫所長は、（２）の結果について、速やかに当該実習生の所属する大学等

に連絡するものとする。 

 （４）（２）において、実習の期間の延長について「可」と判断したときは、名古屋植物防疫

所長は、パソコンの貸出期間の延長等必要な手続を取ることとする。 

 



（別紙様式１） 

 

農林水産省名古屋植物防疫所就業体験実習受入先一覧 

 

実習実施機関（所名） 受 入 部 署 受 入 期 間 人数 実 習 内 容 受 入 条 件 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



（別紙様式２） 
農 林 水 産 省 名 古 屋 植 物 防 疫 所 就 業 体 験 実 習 推 薦 申 込 書 

 

                                                                       大学・学部名等                                                    

                                                                        総括責任者職名                       

                                                                                  氏名                                                  

                                                                        連絡担当者職名    

                                                                                  氏名                                              

                                                               電 話 番 号                                                    

                                                                       Ｆ Ａ Ｘ 番 号                                                    

                                                                        メールアドレス                                                    

 ☐「農林水産省就業体験実習実施要領」及び「名古屋植物防疫所における農林水産省就業体験実習生の募集、決定等について」の内容に同意の上申し込み

ます。 

学生氏名 
 
 

年  齢 
・性別 

 

学 年・     
専 攻 学 科 等 

 

住    所 
（ 市 区 町 村 名 ） 

 

大 学 で の 農 林 水 産 省 
就 業 体 験 実 習 の 取 扱 
い に つ い て 
（ 単 位 化 予 定 等 ） 

備  考 
（ 要 望 等 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙様式 3） 

植物防疫所インターンシップ調書 

 

 

所属学校名  

学部・学科

及び学年 

 

 

専攻・ 
所属研究室 

 

ふりがな 

氏  名 
 
 

年  齢  性  別 
 
 

 

 

住所 〒 

連 絡 先 
携帯電話 

番号 

 メールアドレス 

（携帯は不可） 

 

※ご連絡先について支障の無い範囲でご記入下さい。個人情報ですので取り扱いには十分注意いたします。 

 

１．現在の学習・研究の具体的な内容についてご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．植物防疫所のインターンシップを応募した理由をご記入ください。（４００字程度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真貼付欄 

 
カラー、枠に収まる大きさで

貼り付けてください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．希望する受入部署（担当別に）、希望理由をご記入ください。 

   なお、選択できる受入部署は、下記のとおりです。 

   横浜植物防疫所 … 業務部、調査研究部、リスク分析部 

   名古屋植物防疫所 … 全ての担当で対応 

   神戸植物防疫所 … 業務部 

   門司植物防疫所 … 全ての担当で対応 

   那覇植物防疫事務所 … 全ての担当で対応 

    

 

 
希望順位 

 

 
受 入 部 署 

 
希  望  理  由 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  上記希望先以外でもインターンシップを  希望する   希望しない 

 

４．下記の事項について該当する事項をご記入ください。 

①パソコン 

 ・使えるソフト（ Word・Excel・PowerPoint ） 

②語学力  

  外国語名： 

  英検、TOEIC等： 

③インターンシップ経験（ 有 ・ 無 ） 

    有の場合、経験例を下記にご記入ください。 

 

 

 



④その他特技等 

 

 

 

 

 

 

⑤今注目している時事問題や本等 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．自己 PR等を自由にご記入ください（４００字程度）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙様式４） 

 

                                                                      文書番号 

                                                                      日  付 

 

   大学総括責任者 宛 

 

                        農林水産省名古屋植物防疫所長 

 

 

農林水産省名古屋植物防疫所就業体験実習受入れの決定等について 

 

 貴職から推薦のあった、農林水産省名古屋植物防疫所就業体験実習の受入れについて 

は、選考の結果、別記農林水産省名古屋植物防疫所就業体験実習生名簿の者を受入れ 

ることとしましたので、お知らせします。 

 つきましては、誓約書を提出願います。 

 

 



 
（別紙様式５） 

 

誓  約  書 

 

 

   農林水産省名古屋植物防疫所長  殿 

 

 

  農林水産省名古屋植物防疫所において就業体験実習を受けるに当たり、農林水産省就 

業体験実習実施要領（平成１５年１月３１日大臣官房秘書課長通知）を理解し、実習生 

として下記のとおり遵守することを誓約します。 

 

記 

 

 １．実習時間は、午前９時から午後５時まで（以下「定時」という。）とする。この 

うち午後０時から午後１時までを休憩時間とする。なお、定時以外にも若干の実習 

を行うことがあるので、指導員の指示に従うこと。 

 ２．実習期間中は専ら所定の実習に従事し、実習目的の達成に努めること。 

 ３．実習期間中は名古屋植物防疫所職員が遵守すべき法令及び規則を守るとともに、 

  実習生としての活動について指導員の指導、監督等に従うこと。 

 ４．実習期間中は、特定の政治政党、宗教、企業、団体の利益のための行為を行わな 

  いこと。 

 ５．名古屋植物防疫所における実習活動中に知り得た情報（公開されているものを除 

く。）の開示については、指導員の指示に従うこと。実習終了後においても、同様 

とすること。 

 ６．実習終了後２週間以内に、実習内容に関する報告書（１，０００字程度）を作成 

  し、指導員を経由して名古屋植物防疫所長に提出すること。 

 ７．実習の成果を論文等により外部へ発表する場合には、事前に名古屋植物防疫所長 

  の承認を受けること。 

 ８．病気等のため予定されていた実習を受けられない場合は、あらかじめ、指導員に 

その旨を連絡すること。やむを得ない場合は、事後速やかに指導員にその旨を連絡 

すること。 

 ９．実習中において名古屋植物防疫所または第三者に損害を与えた場合は、実習生が 

その責を負うこと。そのような場合に備え、加入している保険の条件をよく確認し 

ておくこと。 

 

 

   令和  年  月  日 

 

              大 学 名     学   生   氏   名     

 

 

 
 



（別紙様式６） 

実  習  計  画  書 

 実 習 生 

受入部署名 
 
 

所属大学名  

氏    名  

実習指導員 
職    名  

氏    名  

 

 実 習 計 画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙様式７） 

農林水産省名古屋植物防疫所就業体験実習受入結果報告 

受 入 部 署 名  

指 導 員 名  

実 習 生 名  

大 学 学 部 名         大学        学部        年 

期 間   月  日  ～   月  日 

出 席 状 況  出席     日  ・  欠席     日 

  遅刻     日  ・    早退     日 

評   価   項   目 評 価 特 記 事 項 

 

 

 

 実 習 生 の 

 実 習 態 度 

 

規律正しい態度であり、実習中支障が 

なかった 

Ａ・Ｂ 

Ｃ・Ｄ 

 

 

業務内容の的確な理解ができていた 

 

Ａ・Ｂ 

Ｃ・Ｄ 

 

 

業務内容に適応した行動であった 

 

Ａ・Ｂ 

Ｃ・Ｄ 

 

目的意識をもって意欲的に取り組む姿 

勢が見られた 

Ａ・Ｂ 

Ｃ・Ｄ 

 

 今後の改善点 

 

 

 

 

 その他（感想・良かった点等自由にご記入下さい。） 

 

 

 

 

 

 

 

評価：Ａ（優れている） Ｂ（やや優れている） Ｃ（普通） Ｄ（劣っている）の４段階 

 


